
半
田
市
訓
令
第
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁
中
一
般 

 

半
田
市
事
務
決
裁
規
程
 
昭
和
四
十
五
年
半
田
市
訓
令
第
二
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 
 

令
和
八
年
一
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 

別
表
第
一
の
三
財
務
関
係
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

 
別
紙
の
と
お
り
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附 

則 

 
施
行
期
日
  

１ 

こ
の
訓
令
は
 
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
  

 
適
用
区
分) 

２ 

改
正
後
の
規
定
は
 
令
和
八
年
度
以
後
の
予
算
に
係
る
契
約
事
務
か
ら
適
用
し
 
令
和
七
年
度
以
前
の

予
算
に
係
る
契
約
事
務
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

 



別
表
第
一 

三 

財
務
関
係 

決
裁
区
分

決
裁
事
項 

市
長 

副
市
長 

部
長
・
監
共
通 

課
長
共
通 

備
考 

予
算
の
令
達 

 
 

 
 

（

す
べ
て

の
も
の 

 
 

 
 

予
備
費
の
充
用 

百
万
円
以
上
の

も
の 

百
万
円
未
満 

（円
以
下 

（以
下 

 
 

予
算
の
流
用 

百
万
円
以
上
の

も
の 

百
万
円
未
満 

（円
以
下 

（以
下 

 
 

予
算
科
目
の
新

設 
 

 

目 
（

 
 

 
 

 

収入の徴収等 

市を
含
む

使用料、負
担
金 

 
 

 
 

異
例
な
も
の 

定
例
的
な
も
の 

「

とは、

調

査告

を

国

 
 

 
 

す
べ
て
の
も
の  

 

そ
の
他
の
歳

入 
 

 
 

 

異
例
な
も
の 

定
例
的
な
も
の 

歳
入
歳
出
外

現
金 

 
 

 
 

 
 

す
べ
て
の
も
の 

督
促 

 
 

 
 

 
 

一 

督
促
状
の

発
付 

二 

催
告
書
の

発
付 

減
免 

 
 

異
例
な
も
の 

一
般
的
な
も
の  

 

徴
収
猶
予
そ

の
他
取
消
し

徴
収
の
嘱

滞誤
納
整
理 

 
 

一 

差
押
処
分 

二 

差
押
物
件

の
公
売
公
告 

三 

差
押
の
解

除 

一 

交
付
要
求

及
び
取
消
し 

二 

徴
収
の
猶

予 

三 

差
押
物
件

の
売
却
通
知 

一 

過
誤
納
整

理 

二 

徴
収
の
嘱

託 

不
納
欠
損
処
分
は
総

務
部
長
に
合
議 

 

滞
納
処
分
の

 
 

不
納
欠
損
処
分 

滞
納
処
分
の
執 

 
 



執行納
欠
損
処
分 

行
停
止 

寄
付
の
収
受 

三
十
万
円
以
上

の
も
の 

三
十
万
円
未
満  

 
 

 

ア 

金
銭
以
外
の
も

の
は
相
当
額
と
す

る。

 

イ 

す
べ
て
秘
書
課

長、総務課長

に

合
議 

施
行
計
画 

千
五
百
万
円
以

上
のもの（た

だ

工
事
請

負
は、

五
千
万

円
以
上
の
も

の

 

千
五
百
万
円
未

満

ただし、

工
事
請
負
は、

五
千
万
円
未

満

 

八
百
五
十
万
円

以

た

工
事
請
負
は

千
五
百
万
円
以

下

 

三
百
五
十
万
円

以
下 

ア 

金
額
は
設
計
金

額、予定金額又は
総
予
定
金
額
を

示
す。

 

イ 

土地、家屋

の

調
達
及
び
寄
附
金

は
市
長
決
裁
と
す

る。

 

ウ 

増
額
変
更
の
場

合
は
変
更
後
の
金

額、減額

変
更
又

は
金
額
の
変
更
を

伴
わ
な
い
内
容
変

更
の
み
の
場
合
は

当
初
の
金
額
に
よ

る
決
裁
区
分
と
す

る。

 

エ 

増
額
変
更
後
の

金
額
が
五
百
万
円

を
超
え
る
物
品
購

入
及
び
業
務
委
託

等
は、

総

総
務
課
長
及
び
財

政
課
長
に
合
議 

オ 

長
期
継
続
契
約

は
総
務
課
長
に
合



議 
予
定
価
格
及
び

最
低
制
限
価
格

の
決
定 

千
五
百
万
円
以

上
のもの（た

だ
し
、
工
事
請

負
は、

五
千
万

円
以
上
の
も

の

 
千
五
百
万
円
未

満

ただし、

工
事
請
負
は、

五
千
万
円
未

満

 

八
百
五
十
万
円

以

た

工
事
請
負
は

千
五
百
万
円
以

下

 

三
百
五
十
万
円

以
下 

ア 

金
額
は
設
計
金

額、予定金額又は
総
予
定
金
額
を

示
す。

 

イ 

土地、家屋

の

調
達
は
市
長
決
裁

とする。

 

支
出
負
担
行
為 

三
千
五
百
万
円

以
上
の
も
の

（

工

事
請
負
は、

八

千
五
百
万
円
以

上
のもの）

 

三
千
五
百
万
円

未

た

工
事
請
負
は、

八
千
五
百
万
円

未

 

八
百
五
十
万
円

以
下
の

繰

三
百

五
十
万
円
を
超

え

及

び
資
金
前
渡
金

（

工

事
請
負
は、

千

五
百
万
円
以

下

 

三
百
五
十
万
円

以
下
の
も
の
及

び
財
務
規
則
第

五
十
一
条
第

一五
号
に
掲
げ
る

も
の 

ア 

八
百
五
十
万
円

を
超
え
る
も
の
は

総務部長、会計管
理
者
に
合
議

（ただし、

工
事

請
負
は、

千
五
百

万
円
を
超
え
る
も

の）

 

イ 

増
額
変
更
の
場

合
は
変
更
後
の
金

額、減額変更又は
金
額
の
変
更
を

伴
わ
な
い
内
容
変

更
の
み
の
場
合
は

当
初
の
金
額
に
よ

る
決
裁
区
分
と
す

る。

 

契約の締結に関する
物
品
・
不
動
産

そ
の
他
の
貸

付
け
及
び
売

却
廃
棄
に
関

す
る
決
定
契

約 

八
百
五
十
万
円

以
上
の
も
の 

八
百
五
十
万
円

未
満 

百
五
十
万
円
以

下 

五
十
万
円
以
下

（

売

却
は、

九
十
万

円

 

ア 

貸
付
け
の
金
額

は
貸
付
料
の
総
額

を、

無
償
の
も
の

は
評
価
額
を
示

す。

 

イ 

土地、家屋

の

売
却
は
市
長
決
裁

とする。

 

請

三
千
五
百
万
円

三
千
五
百
万
円

八
百
五
十
万
円
三
百
五
十
万
円
ア 

金
額
は
総
額
を



事項 
件

の

調

れ

を
含
む

関
す
る
契
約

及
び
そ
の
他

の
契
約 

以
上
の
も
の

（

工

事
請
負
は、

八

千
五
百
万
円
以

上
のもの）

 

未

た

工
事
請
負
は、

八
千
五
百
万
円

未

 

以

た

工
事
請
負
は

千
五
百
万
円
以

下

 

以
下 

示
す。

 

イ 

増
額
変
更
の
場

合
は
変
更
後
の
金

額、減額変更又は
金
額
の
変
更
を

伴
わ
な
い
内
容
変

更
の
み
の
場
合
は

当
初
の
金
額
に
よ

る
決
裁
区
分
と
す

る。

ただし、

工

期、納期延長

に

か
か
る
変
更
に
つ

い
て
は
次
項
に
掲

げ
る
決
裁
区
分
と

する。

 

工長 
 

 

三
十
日
を
超
え

る
も
の 

三
十
日
以
下 

十
五
日
以
下 

 
 

支
出
命
令 

一
億
五
千
万
円

以
上
の
も
の 

一
億
五
千
万
円

未
満 

八
百
五
十
万
円

以
下
の

繰

三
百

五
十
万
円
を
超

え

及

び
資
金
前
渡
金

（

工

事
請
負
は、

千

五
百
万
円
以

下

八

千
五
百
万
円
以

下 

三
百
五
十
万
円

以
下
の
も
の
及

び
財
務
規
則
第

五
十
一
条
第

一五
号
に
掲
げ
る

も

財）

三

千
五
百
万
円
以

下 

 
 

付
記 

部
長
・
監
共
通
欄
の（

企）

は
企画部長、（総）

は
総
務
部
長
を
示
し、

課
長
共
通
欄
の（

総
課）

は
総務課長、（財）

は
財政課長、（人）

は
人
事
課
長
を
示
す。

 

 


